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ペ
ー
ジ

規　
　
　

則

〇
長
沼
ダ
ム
操
作
規
則 

（
河　

川　

課
）　
　

一

〇
港
湾
施
設
等
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
港　

湾　

課
）　
　

三

〇
入
港
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（　
　

同　
　

）　
　

四

〇
港
湾
区
域
内
等
に
お
け
る
行
為
の
許
可
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

　

る
規
則 

（　
　

同　
　

）　
　

五

〇
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
都
市
計
画
課
）　
　

七

〇
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
住　

宅　

課
）　
　

七

告　
　
　

示

〇
道
路
占
用
料
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 
（
道　

路　

課
）　
　

七

〇
平
成
五
年
宮
城
県
告
示
第
千
四
十
五
号
（
屋
外
広
告
物
条
例
に
基
づ
く
禁
止
地
域
等

　

の
指
定
）
の
一
部
改
正 

（
都
市
計
画
課
）　
　

八

規　
　
　

則

　

長
沼
ダ
ム
操
作
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
五
十
五
号

　
　
　

長
沼
ダ
ム
操
作
規
則

目
次

　

第
一
章　

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

　

第
二
章　

貯
水
池
の
水
位
等
（
第
三
条

－

第
八
条
）

　

第
三
章　

貯
水
池
の
用
途
別
利
用
（
第
九
条

－

第
十
一
条
）

　

第
四
章　

洪
水
調
節
等
（
第
十
二
条

－

第
十
六
条
）

　

第
五
章　

貯
留
さ
れ
た
流
水
の
放
流
（
第
十
七
条

－

第
二
十
二
条
）

　

第
六
章　

点
検
、
整
備
等
（
第
二
十
三
条

－

第
二
十
五
条
）

　

第
七
章　

雑
則
（
第
二
十
六
条
）

　

附
則

　
　
　

第
一
章　

総
則

　

（
趣
旨
）

第
一
条　

長
沼
ダ
ム
（
以
下
「
ダ
ム
」
と
い
う
。）
の
操
作
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

（
ダ
ム
の
用
途
）

第
二
条　

ダ
ム
は
、
洪
水
調
節
、
流
水
の
正
常
な
機
能
の
維
持
及
び
湖
面
利
用
を
そ
の
用
途
と
す
る
。

　
　
　

第
二
章　

貯
水
池
の
水
位
等

　

（
洪
水
）

第 

三
条　

洪
水
は
、
迫
川
の
ダ
ム
地
点
に
お
け
る
流
量
が
、
毎
秒
五
百
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当

該
流
水
と
す
る
。

　

（
洪
水
期
及
び
非
洪
水
期
）

第
四
条　

洪
水
期
及
び
非
洪
水
期
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　

一　

洪
水
期　

七
月
一
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で
の
期
間

　

二　

非
洪
水
期　

十
月
一
日
か
ら
翌
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
期
間

　

（
水
位
）

第
五
条　

貯
水
池
の
水
位
は
、
ダ
ム
本
体
に
設
置
さ
れ
た
水
位
計
の
測
定
結
果
に
基
づ
き
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

　

（
平
常
時
最
高
貯
水
位
）

第
六
条　

貯
水
池
の
平
常
時
最
高
貯
水
位
は
、
標
高
八
・
七
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

　

（
洪
水
貯
留
準
備
水
位
）

第
七
条　

貯
水
池
の
洪
水
貯
留
準
備
水
位
は
、
標
高
八
・
一
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

　

（
洪
水
時
最
高
水
位
）

第
八
条　

貯
水
池
の
洪
水
時
最
高
水
位
は
、
標
高
十
二
・
六
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

　
　
　

第
三
章　

貯
水
池
の
用
途
別
利
用

　

（
洪
水
調
節
の
た
め
の
利
用
）

第 

九
条　

洪
水
調
節
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
容
量
を
利
用
し

て
行
う
も
の
と
す
る
。
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一 　

洪
水
期　

標
高
八
・
一
メ
ー
ト
ル
か
ら
標
高
十
二
・
六
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
容
量
二
千
四
百
五
十
万
立
方
メ
ー
ト

ル

　

二 　

非
洪
水
期　

標
高
八
・
七
メ
ー
ト
ル
か
ら
標
高
十
二
・
六
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
容
量
二
千
百
五
十
万
立
方
メ
ー
ト

ル

　

（
流
水
の
正
常
な
機
能
の
維
持
の
た
め
の
利
用
）

第 

十
条　

流
水
の
正
常
な
機
能
の
維
持
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

る
容
量
を
利
用
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　

一　

洪
水
期　

標
高
六
・
五
メ
ー
ト
ル
か
ら
標
高
八
・
一
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
容
量
六
百
十
万
立
方
メ
ー
ト
ル

　

二　

非
洪
水
期　

標
高
六
・
五
メ
ー
ト
ル
か
ら
標
高
八
・
七
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
容
量
九
百
十
万
立
方
メ
ー
ト
ル

　

（
湖
面
利
用
）

第 

十
一
条　

湖
面
利
用
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
容
量
を
利
用

し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　

一　

洪
水
期　

標
高
六
・
五
メ
ー
ト
ル
か
ら
標
高
八
・
一
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
容
量
六
百
十
万
立
方
メ
ー
ト
ル

　

二　

非
洪
水
期　

標
高
六
・
五
メ
ー
ト
ル
か
ら
標
高
八
・
七
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
容
量
九
百
十
万
立
方
メ
ー
ト
ル

　
　
　

第
四
章　

洪
水
調
節
等

　

（
洪
水
警
戒
体
制
）

第 

十
二
条　

長
沼
ダ
ム
管
理
事
務
所
長
（
以
下
「
所
長
」
と
い
う
。）
は
、
洪
水
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
別
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
洪
水
警
戒
体
制
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
洪
水
警
戒
体
制
時
に
お
け
る
措
置
）

第 

十
三
条　

所
長
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
洪
水
警
戒
体
制
を
と
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に
次
に
掲
げ
る
措
置
を
と
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一 　

土
木
部
河
川
課
そ
の
他
別
に
定
め
る
関
係
機
関
と
の
連
絡
、
気
象
及
び
水
象
に
関
す
る
観
測
並
び
に
情
報
の
収

集

　

二　

そ
の
他
洪
水
調
節
に
関
し
必
要
な
措
置

　

（
洪
水
調
節
）

第 

十
四
条　

洪
水
調
節
は
、
洪
水
期
に
お
い
て
水
位
が
洪
水
貯
留
準
備
水
位
を
超
え
る
場
合
又
は
非
洪
水
期
に
お
い
て

水
位
が
平
常
時
最
高
貯
水
位
を
超
え
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
洪
水
調
節
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　

一 　

迫
川
の
ダ
ム
地
点
に
お
け
る
流
量
が
、
毎
秒
五
百
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
貯
水
池
に
流
入
す

る
流
水
を
貯
留
す
る
。

　

二　

迫
川
の
ダ
ム
地
点
に
お
け
る
流
量
が
、
最
大
に
達
し
た
後
は
、
貯
水
池
に
貯
留
し
た
流
水
を
迫
川
に
放
流
す
る
。

　

（
洪
水
調
節
の
後
に
お
け
る
水
位
低
下
）

第 

十
五
条　

前
条
の
規
定
に
よ
り
洪
水
調
節
を
行
っ
た
後
、
洪
水
期
に
お
い
て
は
水
位
が
洪
水
貯
留
準
備
水
位
を
超
え

て
い
る
と
き
、
非
洪
水
期
に
お
い
て
は
水
位
が
平
常
時
最
高
貯
水
位
を
超
え
て
い
る
と
き
は
、
ダ
ム
地
点
に
お
け
る

迫
川
水
位
が
標
高
十
一
・
七
メ
ー
ト
ル
を
下
回
っ
た
こ
と
及
び
迫
川
水
位
が
貯
水
池
の
水
位
を
下
回
っ
た
こ
と
を
確

認
し
、
長
沼
水
門
及
び
砂
原
水
門
か
ら
の
放
流
に
よ
り
、
水
位
を
洪
水
期
に
お
い
て
は
洪
水
貯
留
準
備
水
位
に
、
非

洪
水
期
に
お
い
て
は
平
常
時
最
高
貯
水
位
に
低
下
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

　

（
洪
水
警
戒
体
制
の
解
除
）

第 

十
六
条　

所
長
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
洪
水
警
戒
体
制
を
維
持
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
場

合
は
、
こ
れ
を
解
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　

第
五
章　

貯
留
さ
れ
た
流
水
の
放
流

　

（
貯
留
さ
れ
た
流
水
を
放
流
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
）

第 

十
七
条　

ダ
ム
に
よ
っ
て
貯
留
さ
れ
た
流
水
は
、
こ
の
規
則
に
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
の
ほ
か
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
放
流
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

一 　

第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
ダ
ム
本
体
、
貯
水
池
及
び
ダ
ム
に
係
る
施
設
等
の
点
検
又
は
整
備
を
行

う
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
。

　

二　

前
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
特
に
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
き
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
り
放
流
を
行
う
場
合
の
放
流
量
の
限
度
は
、
毎
秒
六
十
立
方
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

　

（
放
流
の
原
則
）

第 

十
八
条　

所
長
は
、
ゲ
ー
ト
か
ら
放
流
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
放
流
に
よ
っ
て

下
流
に
急
激
な
水
位
の
変
動
を
生
じ
な
い
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
流
水
の
正
常
な
機
能
の
維
持
の
た
め
の
放
流
）

第 

十
九
条　

所
長
は
、
流
水
の
正
常
な
機
能
の
維
持
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
長
沼
川
の
早
稲
田
橋

地
点
に
お
い
て
、
毎
秒
〇
・
一
五
立
方
メ
ー
ト
ル
の
水
量
を
確
保
で
き
る
よ
う
、
ダ
ム
か
ら
必
要
な
流
水
の
放
流
を

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
貯
留
制
限
）

第 
二
十
条　

所
長
は
、
貯
水
池
に
流
水
を
貯
留
す
る
場
合
は
、
迫
川
の
ダ
ム
地
点
に
お
い
て
、
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

期
間
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
水
量
を
超
え
る
場
合
に
限
り
、
そ
の
超
え
る
部
分
の
範
囲

で
貯
留
で
き
る
も
の
と
す
る
。

　

（
放
流
に
関
す
る
通
知
等
）

第 

二
十
一
条　

所
長
は
、
ダ
ム
か
ら
放
流
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
流
水
の
状
況
に
著
し
い
変
化
を
生
ず
る
と
認
め
る
場
合

に
お
い
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
ず
る
危
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
関
係
機
関
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
一
般
に
周
知
さ
せ
る
た
め
必
要
な
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
ゲ
ー
ト
の
操
作
）

第
二
十
二
条　

ダ
ム
か
ら
放
流
を
行
う
場
合
の
ゲ
ー
ト
の
操
作
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。

　
　
　

第
六
章　

点
検
、
整
備
等

　

（
計
測
、
点
検
及
び
整
備
）

第 

二
十
三
条　

所
長
は
、
ダ
ム
本
体
、
貯
水
池
及
び
ダ
ム
に
係
る
施
設
等
を
常
に
良
好
な
状
態
に
保
つ
た
め
必
要
な
計

測
、
点
検
及
び
整
備
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

所
長
は
、
前
項
の
計
測
、
点
検
及
び
整
備
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
観
測
）

第
二
十
四
条　

所
長
は
、
ダ
ム
を
操
作
す
る
た
め
必
要
な
気
象
及
び
水
象
の
観
測
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

所
長
は
、
前
項
の
観
測
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
記
録
）

第 

二
十
五
条　

所
長
は
、
ゲ
ー
ト
を
操
作
し
、
第
二
十
三
条
第
一
項
の
計
測
、
点
検
及
び
整
備
を
行
い
、
又
は
前
条
第

一
項
の
観
測
を
行
っ
た
と
き
は
、
別
に
定
め
る
事
項
を
記
録
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　

第
七
章　

雑
則

　

（
細
則
）

第
二
十
六
条　

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
（
第
二
十
条
関
係
）

期　
　
　
　
　
　

間

ダ
ム
地
点
水
量

五
月
一
日
か
ら
五
月
十
五
日
ま
で

毎
秒
九
・
七
〇
立
方
メ
ー
ト
ル

五
月
十
六
日
か
ら
八
月
三
十
一
日
ま
で

毎
秒
八
・
五
〇
立
方
メ
ー
ト
ル

九
月
一
日
か
ら
翌
年
四
月
三
十
日
ま
で

毎
秒
四
・
六
〇
立
方
メ
ー
ト
ル

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

港
湾
施
設
等
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
五
十
六
号

　
　
　

港
湾
施
設
等
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

港
湾
施
設
等
管
理
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
宮
城
県
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
五
条
を
第
十
六
条
と
し
、
第
十
二
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
一
条
の
次
に
次
の
一

条
を
加
え
る
。

　

（
使
用
料
の
強
制
徴
収
に
関
す
る
権
限
の
委
任
）

第 

十
二
条　

知
事
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
三
第
一
項
か
ら
第
三

項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
使
用
料
及
び
そ
の
延
滞
金
の
強
制
徴
収
に
関
す
る
権
限
を
気
仙
沼
土
木
事
務
所
長
及
び
港
湾

事
務
所
長
に
委
任
す
る
。

２ 　

知
事
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
一
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
使
用
料
及
び
そ
の
延
滞
金
の
滞
納
処
分
に

係
る
質
問
、
検
査
及
び
捜
索
に
関
す
る
権
限
を
気
仙
沼
土
木
事
務
所
に
所
属
す
る
職
員
（
所
長
を
除
く
。）
及
び
港

湾
事
務
所
に
所
属
す
る
職
員
（
所
長
を
除
く
。）
に
委
任
す
る
。

３ 　

前
二
項
に
規
定
す
る
事
務
に
従
事
す
る
者
は
、
そ
の
身
分
を
証
す
る
港
湾
施
設
等
使
用
料
調
査
職
員
証
（
様
式
第

十
二
号
）
を
携
帯
し
、
関
係
人
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４ 　

港
湾
施
設
等
使
用
料
調
査
職
員
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
職
員
で
な
く
な
つ

た
場
合
に
は
、
港
湾
施
設
等
使
用
料
調
査
職
員
証
を
知
事
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５ 　

港
湾
施
設
等
使
用
料
調
査
職
員
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
港
湾
施
設
等
使
用
料
調
査
職
員
証
を
紛
失
し
、
又
は

損
傷
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
知
事
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

様
式
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

入
港
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
五
十
七
号

　
　
　

入
港
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

入
港
料
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
宮
城
県
規
則
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
の
二
中
「
様
式
第
二
号
」
を
「
様
式
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
条
の
三
と
し
、
第
二
条
の
次
に
次
の

一
条
を
加
え
る
。

　

（
入
港
料
の
強
制
徴
収
に
関
す
る
権
限
の
委
任
）

第 

二
条
の
二　

知
事
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
三
第
一
項
か
ら
第

三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
入
港
料
及
び
そ
の
延
滞
金
の
強
制
徴
収
に
関
す
る
権
限
を
気
仙
沼
土
木
事
務
所
長
及
び
港

湾
事
務
所
長
に
委
任
す
る
。

２ 　

知
事
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
一
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
入
港
料
及
び
そ
の
延
滞
金
の
滞
納
処
分
に

係
る
質
問
、
検
査
及
び
捜
索
に
関
す
る
権
限
を
気
仙
沼
土
木
事
務
所
に
所
属
す
る
職
員
（
所
長
を
除
く
。）
及
び
港

湾
事
務
所
に
所
属
す
る
職
員
（
所
長
を
除
く
。）
に
委
任
す
る
。

３ 　

前
二
項
に
規
定
す
る
事
務
に
従
事
す
る
者
は
、
そ
の
身
分
を
証
す
る
入
港
料
調
査
職
員
証
（
様
式
第
二
号
）
を
携

帯
し
、
関
係
人
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４ 　

入
港
料
調
査
職
員
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
職
員
で
な
く
な
つ
た
場
合
に

は
、
入
港
料
調
査
職
員
証
を
知
事
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５ 　

入
港
料
調
査
職
員
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
入
港
料
調
査
職
員
証
を
紛
失
し
、
又
は
損
傷
し
た
と
き
は
、
直
ち

に
知
事
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

様
式
第
二
号
中
「様

式
第
２
号

」
を
「様

式
第
３
号

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
三
号
と
し
、
様
式
第
一
号
の
次

に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

様
式
第
12号
（
第
12条
関
係
）

（
表
）

写
真
欄

第
　
　
　
　
　
号

港
湾
施
設
等
使
用
料
調
査
職
員
証

　
　
所
属
　
宮
城
県
　
　
　
　
事
務
所

　
　
　
職

　
　
　
氏
名

　
上
記
の
者
は
，
港
湾
施
設
等
使
用
料
調
査
職
員
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
。

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
交
付

 
宮
城
県
知
事
　
印
　

（
裏
）

１
 　
こ
の
証
票
は
，
地
方
自
治
法
第
231条

の
３
に
基
づ
く
使
用
料
及
び
そ
の
延

滞
金
の
滞
納
処
分
に
関
し
，
質
問
，
検
査
及
び
捜
索
を
行
う
調
査
職
員
で
あ
る

こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
。

２
 　
こ
の
証
票
の
記
載
事
項
を
訂
正
し
た
場
合
は
，
無
効
と
す
る
。

３
 　
こ
の
証
票
は
，
納
付
期
限
ま
で
に
納
付
さ
れ
て
い
な
い
使
用
料
及
び
そ
の
延

滞
金
の
徴
収
に
関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
と
き
は
，
必
ず
携
帯
し
，
関
係
人
の

請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
，
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
こ
の
証
票
を
第
三
者
に
貸
与
し
，
又
は
譲
渡
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
用
紙
の
大
き
さ
は
，
縦
5.5cm

，
横
9.1cm

と
す
る
。

　
写
真
の
大
き
さ
は
，
縦
３
cm
，
横
2.5cm

と
す
る
。

浮
き

出
し
刻
印

　割印
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附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２ 　

改
正
前
の
規
定
に
よ
る
諸
様
式
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
規

定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

港
湾
区
域
内
等
に
お
け
る
行
為
の
許
可
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
五
十
八
号

　
　
　

港
湾
区
域
内
等
に
お
け
る
行
為
の
許
可
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

港
湾
区
域
内
等
に
お
け
る
行
為
の
許
可
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
規
則
第
百
五
十
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
三
条
を
第
十
四
条
と
し
、
第
十
二
条
中
「
様
式
第
九
号
」
を
「
様
式
第
十
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と

す
る
。

　

第
十
一
条
中
「
様
式
第
八
号
」
を
「
様
式
第
九
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
し
、
第
十
条
の
次
に
次
の
一
条

を
加
え
る
。

　

（
占
用
料
等
の
強
制
徴
収
に
関
す
る
権
限
の
委
任
）

第 

十
一
条　

知
事
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
三
第
一
項
か
ら
第
三

項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
占
用
料
等
及
び
そ
の
延
滞
金
の
強
制
徴
収
に
関
す
る
権
限
を
気
仙
沼
土
木
事
務
所
長
及
び
港

湾
事
務
所
長
に
委
任
す
る
。

２ 　

知
事
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
一
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
占
用
料
等
及
び
そ
の
延
滞
金
の
滞
納
処
分

に
係
る
質
問
、
検
査
及
び
捜
索
に
関
す
る
権
限
を
気
仙
沼
土
木
事
務
所
に
所
属
す
る
職
員
（
所
長
を
除
く
。）
及
び

港
湾
事
務
所
に
所
属
す
る
職
員
（
所
長
を
除
く
。）
に
委
任
す
る
。

３ 　

前
二
項
に
規
定
す
る
事
務
に
従
事
す
る
者
は
、
そ
の
身
分
を
証
す
る
占
用
料
等
調
査
職
員
証
（
様
式
第
八
号
）
を

携
帯
し
、
関
係
人
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４ 　

占
用
料
等
調
査
職
員
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
職
員
で
な
く
な
っ
た
場
合
に

は
、
占
用
料
等
調
査
職
員
証
を
知
事
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５ 　

占
用
料
等
調
査
職
員
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
占
用
料
等
調
査
職
員
証
を
紛
失
し
、
又
は
損
傷
し
た
と
き
は
、

直
ち
に
知
事
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

様
式
第
2
号
（
第
２
条
の
２
関
係
）

（
表
）

写
真
欄

第
　
　
　
　
　
号

入
港
料
調
査
職
員
証

　
　
所
属
　
宮
城
県
　
　
　
　
事
務
所

　
　
　
職

　
　
　
氏
名

　
上
記
の
者
は
，
入
港
料
調
査
職
員
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
。

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
交
付

 
宮
城
県
知
事
　
印
　

（
裏
）

１
 　
こ
の
証
票
は
，
地
方
自
治
法
第
231条

の
３
に
基
づ
く
入
港
料
及
び
そ
の
延

滞
金
の
滞
納
処
分
に
関
し
，
質
問
，
検
査
及
び
捜
索
を
行
う
調
査
職
員
で
あ
る

こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
。

２
　
こ
の
証
票
の
記
載
事
項
を
訂
正
し
た
場
合
は
，
無
効
と
す
る
。

３
 　
こ
の
証
票
は
，
納
付
期
限
ま
で
に
納
付
さ
れ
て
い
な
い
入
港
料
及
び
そ
の
延

滞
金
の
徴
収
に
関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
と
き
は
，
必
ず
携
帯
し
，
関
係
人
の

請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
，
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
こ
の
証
票
を
第
三
者
に
貸
与
し
，
又
は
譲
渡
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
用
紙
の
大
き
さ
は
，
縦
5.5cm

，
横
9.1cm

と
す
る
。

　
写
真
の
大
き
さ
は
，
縦
３
cm
，
横
2.5cm

と
す
る
。

浮
き

出
し
刻
印

　割印

宮　　城　　県　　公　　報（5）　平成27年３月31日　火曜日 号外第20号



　

様
式
第
九
号
中
「様

式
第
９
号

（第
12条
関
係

）」
を
「様

式
第
10号

（第
13条
関
係

）」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式

第
十
号
と
し
、
様
式
第
八
号
中
「様

式
第
８
号

（第
11条
関
係

）」
を
「様

式
第
９
号

（
第12条

関
係

）」
に
改
め
、
同

様
式
を
様
式
第
九
号
と
し
、
様
式
第
七
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

様
式
第
8
号
（
第
11条
関
係
）

（
表
）

写
真
欄

第
　
　
　
　
　
号

占
用
料
等
調
査
職
員
証

　
　
所
属
　
宮
城
県
　
　
　
　
事
務
所

　
　
　
職

　
　
　
氏
名

　
上
記
の
者
は
，
占
用
料
等
調
査
職
員
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
。

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
交
付

 
宮
城
県
知
事
　
印
　

（
裏
）

１
 　
こ
の
証
票
は
，
地
方
自
治
法
第
231条

の
３
に
基
づ
く
占
用
料
等
及
び
そ
の

延
滞
金
の
滞
納
処
分
に
関
し
，
質
問
，
検
査
及
び
捜
索
を
行
う
調
査
職
員
で
あ

る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
。

２
　
こ
の
証
票
の
記
載
事
項
を
訂
正
し
た
場
合
は
，
無
効
と
す
る
。

３
 　
こ
の
証
票
は
，
納
付
期
限
ま
で
に
納
付
さ
れ
て
い
な
い
占
用
料
等
及
び
そ
の

延
滞
金
の
徴
収
に
関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
と
き
は
，
必
ず
携
帯
し
，
関
係
人

の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
，
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
こ
の
証
票
を
第
三
者
に
貸
与
し
，
又
は
譲
渡
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
用
紙
の
大
き
さ
は
，
縦
5.5cm

，
横
9.1cm

と
す
る
。

　
写
真
の
大
き
さ
は
，
縦
３
cm
，
横
2.5cm

と
す
る
。

浮
き

出
し
刻
印

　割印
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附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２ 　

改
正
前
の
規
定
に
よ
る
諸
様
式
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
規

定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
五
十
九
号

　
　
　

屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
の
二
の
許
可
地
域
の
項
中

「

第
一
種
許
可
地
域

許
可
地
域
の
う
ち
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、

第
二
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
又

は
第
二
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
に
定
め
ら
れ
た
区
域

を

第
二
種
許
可
地
域

許
可
地
域
の
う
ち
第
一
種
許
可
地
域
及
び
第
三
種
許
可
地
域
以
外

の
区
域

第
三
種
許
可
地
域

許
可
地
域
の
う
ち
都
市
計
画
法
第
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す

る
用
途
地
域
が
定
め
ら
れ
て
い
る
区
域
（
同
法
第
七
条
第
一
項
に

規
定
す
る
市
街
化
調
整
区
域
に
定
め
ら
れ
た
区
域
及
び
第
一
種
許

可
地
域
を
除
く
。）

」

「

第
一
種
許
可
地
域

許
可
地
域
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
区
域

１ 　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
八
条
第
一

項
第
一
号
に
規
定
す
る
用
途
地
域
（
以
下
「
用
途
地
域
」
と
い

う
。）
の
う
ち
第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
二
種
低
層
住

居
専
用
地
域
、
第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
又
は
第
二
種
中

高
層
住
居
専
用
地
域
に
定
め
ら
れ
て
い
る
区
域

２ 　

用
途
地
域
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
区
域
で
、
か
つ
、
都
市
計

画
法
第
十
二
条
の
四
の
地
区
計
画
等
（
以
下
「
地
区
計
画
等
」

と
い
う
。）
が
定
め
ら
れ
て
い
る
区
域
の
う
ち
同
法
第
十
二
条

の
五
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
地
区
整
備
計
画
に
お
け
る
建

築
物
の
用
途
の
制
限
に
よ
り
建
築
基
準
法
別
表
第
二
に
項
第
八

号
に
掲
げ
る
建
築
物
を
建
築
し
て
は
な
ら
な
い
区
域

に
改
め
る
。

第
二
種
許
可
地
域

許
可
地
域
の
う
ち
第
一
種
許
可
地
域
及
び
第
三
種
許
可
地
域
以
外

の
区
域

第
三
種
許
可
地
域

第
一
種
許
可
地
域
以
外
の
許
可
地
域
の
う
ち
用
途
地
域
又
は
地
区

計
画
等
が
定
め
ら
れ
て
い
る
区
域

」

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
六
十
号

　
　
　

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
二
十
一
年
宮
城
県
規
則
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
二
項
第
二
号
中
「
認
定
基
準
適
合
証
明
書
類
」
を
「
住
宅
性
能
評
価
書
又
は
認
定
基
準
適
合
証
明
書
類
」

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
中
「
法
第
六
条
第
一
項
各
号
（
第
三
号
を
除
く
。）
に
掲
げ
る
基

準
（
以
下
「
認
定
基
準
」
と
い
う
。）」
を
「
認
定
基
準
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
項
に
第
一
号
と
し

て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

一 　

申
請
に
係
る
計
画
に
つ
い
て
法
第
六
条
第
一
項
各
号
（
第
三
号
を
除
く
。）
に
掲
げ
る
基
準
（
以
下
「
認
定
基
準
」

と
い
う
。）
に
適
合
す
る
こ
と
を
住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
一
号
）

第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅
性
能
評
価
書
（
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、

構
造
の
安
定
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
八
十

一
条
第
二
項
第
一
号
ロ
の
限
界
耐
力
計
算
以
外
の
方
法
に
よ
り
評
価
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
以
下
「
住
宅
性
能
評

価
書
」
と
い
う
。）
に
よ
り
証
明
し
よ
う
と
す
る
場
合　

当
該
住
宅
性
能
評
価
書
の
写
し

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
九
十
二
号

　

道
路
占
用
料
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

道
路
占
用
料
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
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道
路
占
用
料
規
程
（
平
成
九
年
宮
城
県
告
示
第
四
百
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
三
十
号
中
「
）
又
は
占
用
物
件
た
る
管
路
に
収
容
さ
れ
た
電
線
の
一
部
を
譲
渡
さ
れ
た
場
合
若
し
く
は
長

期
的
か
つ
安
定
的
な
使
用
権
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
り
提
供
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
一
部
の
電
線
（
電
気
事
業
者

等
が
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。）
で
あ
っ
て
平
成
十
一
年
四
月
一
日
以
降
に
占
用
許
可
を
受
け
た
も
の
」
を
「
第
三
十

一
号
に
お
い
て
同
じ
。）の
う
ち
、管
路
所
有
者
で
あ
る
電
気
事
業
者
等
が
占
用
の
目
的
の
変
更
の
許
可
を
受
け
、か
つ
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

イ　

占
用
物
件
た
る
管
路
に
他
の
電
気
事
業
者
等
が
敷
設
す
る
電
線

　
　

ロ　

電
線
の
一
部
を
他
の
電
気
事
業
者
等
に
譲
渡
す
る
当
該
電
線
の
一
部

　
　

ハ 　

占
用
物
件
た
る
管
路
に
管
路
所
有
者
で
あ
る
電
気
事
業
者
等
と
他
の
電
気
事
業
者
等
が
共
同
で
敷
設
す
る
電

線

　

第
二
条
第
三
十
二
号
を
同
条
第
三
十
三
号
と
し
、
同
条
第
三
十
一
号
を
同
条
第
三
十
二
号
と
し
、
同
条
第
三
十
号
の

次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

三 

十
一　

占
用
物
件
た
る
管
路
に
収
容
す
る
電
線
の
芯
線
の
一
部
を
長
期
的
か
つ
安
定
的
な
使
用
権
を
設
定
す
る
こ

と
に
よ
り
提
供
す
る
当
該
電
線
の
芯
線
の
一
部
で
、
管
路
所
有
者
で
あ
る
電
気
事
業
者
等
が
当
該
提
供
に
つ
い
て

知
事
に
届
け
出
た
も
の

　

第
三
条
第
十
三
号
中
「
で
あ
っ
て
平
成
十
一
年
四
月
一
日
前
に
占
用
の
許
可
を
受
け
た
も
の
」
を
削
り
、
同
条
第
十

七
号
中
「
又
は
都
市
再
生
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
九
十
号
）
第
十
五
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
」

を
「
、
中
心
市
街
地
活
性
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
二
百
六
十
三
号
）
第
五
条
各
号
に
掲
げ
る
も

の
、
都
市
再
生
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
百
九
十
号
）
第
十
六
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
又
は
国
家
戦

略
特
別
区
域
法
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
九
十
九
号
）
第
五
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２ 　

改
正
後
の
道
路
占
用
料
規
程
は
、
こ
の
告
示
の
施
行
の
日
以
後
に
徴
収
す
べ
き
占
用
料
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日

の
前
日
ま
で
に
徴
収
す
べ
き
占
用
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
九
十
三
号

　

平
成
五
年
宮
城
県
告
示
第
千
四
十
五
号
（
屋
外
広
告
物
条
例
に
基
づ
く
禁
止
地
域
等
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
し
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

一
２
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

道
路
・
鉄
道

指
定
す
る
区
間
又
は
区
域

区　

間

展
望
す
る
こ
と
が
で
き
る
地
域

高
速
自
動
車
国

道
法
（
昭
和
三

十
二
年
法
律
第

七
十
九
号
）
第

四
条
第
一
項
に

規
定
す
る
高
速

自
動
車
国
道
及

び
道
路
法
（
昭

和
二
十
七
年
法

律
第
百
八
十

号
）
第
四
十
八

条
の
二
第
一
項

又
は
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き

指
定
さ
れ
た
自

動
車
専
用
道
路

（
以
下
「
高
速

道
路
等
」
と
い

う
。）

全
線
（
未
供
用
の

区
間
並
び
に
パ
ー

キ
ン
グ
エ
リ
ア
及

び
サ
ー
ビ
ス
エ
リ

ア
の
区
域
を
除

く
。）

本
線
の
路
肩
か
ら
五
百
メ
ー
ト
ル
以

内
の
区
域
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和

四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
八
条
第

一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
用
途
地
域

又
は
同
法
第
十
二
条
の
四
に
規
定
す

る
地
区
計
画
等
が
定
め
ら
れ
て
い
る

区
域
を
除
く
区
域

県
道
築
館
登
米

線
（
み
や
ぎ
県

北
高
速
幹
線
道

路
）

全
線
（
未
供
用
の

区
間
を
除
く
。）

同

県
道
牡
鹿
半
島

公
園
線

全
線

路
肩
か
ら
百
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域

東
北
新
幹
線

仙
台
空
港
線

全
線

同

施
工
基
面
か
ら
五
百
メ
ー
ト
ル
以
内

の
区
域
で
、
都
市
計
画
法
第
八
条
第

一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
用
途
地
域

又
は
同
法
第
十
二
条
の
四
に
規
定
す

る
地
区
計
画
等
が
定
め
ら
れ
て
い
る

区
域
を
除
く
区
域

東
北
本
線

常
磐
線

仙
石
線

陸
羽
東
線

石
巻
線

阿
武
隈
急
行
線

大
船
渡
線

気
仙
沼
線

全
線

同同同同同同同

　

二
中
「
定
め
ら
れ
た
区
域
」
を
「
定
め
ら
れ
て
い
る
区
域
及
び
同
法
第
十
二
条
の
四
に
規
定
す
る
地
区
計
画
等
が
定

め
ら
れ
て
い
る
区
域
」
に
改
め
る
。

「

東
北
縦
貫
自
動

車
道

パ
ー
キ
ン
グ
エ
リ

ア
及
び
サ
ー
ビ
ス

「

高
速
道
路
等

パ
ー
キ
ン
グ
エ
リ

ア
及
び
サ
ー
ビ
ス
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エ
リ
ア
の
区
域

エ
リ
ア
の
区
域

　

三
の
表
中

東
北
横
断
自
動

車
道
酒
田
線

パ
ー
キ
ン
グ
エ
リ

ア
の
区
域

を

に
、

一
般
国
道
四
十

五
号
（
三
陸
縦

貫
自
動
車
道
）

同

」

」

「

一
般
国
道
（
一

般
国
道
六
号

（
仙
台
東
部
道

路
）、一
般
国
道

四
十
五
号
（
三

陸
縦
貫
自
動
車

道
）
及
び
一
般

国
道
四
十
七
号

（
仙
台
北
部
道

路
）
を
除
く
。）

を
「

一
般
国
道
（
高

速
道
路
等
を
除

く
。）

に
改
め
る
。

県
道
（
主
要
地

方
道
）（
県
道

仙
台
松
島
線

（
三
陸
縦
貫
自

動
車
道
）
及
び

県
道
仙
台
南
イ

ン
タ
ー
線
（
仙

台
南
部
道
路
）

を
除
く
。）

」

県
道
（
主
要
地

方
道
）（
高
速

道
路
等
及
び
県

道
築
館
登
米
線

（
み
や
ぎ
県
北

高
速
幹
線
道

路
）
を
除
く
。）

」
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